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1 0 労働契約の終了

労働契約の終了と いって 、 ま ず思い浮かぶのは解雇かもし れませんが、 解雇の他

にも、 労働者からの退職、 合意解約、 定年退職、 契約期間満了・ 雇止め等があり ま す。

それぞれ適用さ れる法律や条文が異な り ま す。 合意解約のう ち 、 使用者側からの退

職勧奨は、 解雇と の区別があいま いにな り やすいので、 注意が必要で す。

解雇や雇止めな どと いった使用者側から の発意によ る労働契約の終了によ っ て、

労働者はその生活に少な から ぬ影響を 受けますから 、 使用者と し て は、 労働者が被

る打撃が最小限と な るよ う 、 可能な 限り 配慮を する こと が求められて いま す。 以下

では、 主な終了事由についてみておきまし ょ う 。

１  退職と 合意解約

労働者の方から 労働契約を解約する こと を 、 一般的に、 退職と いいます。

労働者からの労働契約の解約の意思表示には、 労働者によ る 労働契約の一方的解

約の意思表示（ 任意退職ある いは辞職） と 、 使用者の承諾を待って 労働契約を 解約

する 合意解約の申込みと の２ つの場合が考えら れます。 ど ちら に該当する かは、 実

態に即し て 判断さ れます。

労働者から の一方的な解約の意思表示で ある 任意退職（ 辞職と もいう 。） は、 期間

の定めのない労働契約の場合は、理由を 問わず、いつで も申し 入れること がで きま す。

この場合において 、 解約の申し 入れの日から２ 週間を経過すること によっ て契約は

終了し ます（ 民法 627 条１ 項）。 いっ たん、 任意退職（ 辞職） の意思表示が使用者

に到達すれば撤回はでき ません（ 民法 540 条の２ ）。

他方、 合意解約は、 一方からの合意解約の申し 入れに対し 、 相手方が承諾する こ

と で 解約が完成し ま す。 労働者からの合意解約の申し 入れの場合、 使用者の承諾が

あるま では労働者は撤回するこ と ができる と 解さ れていま す。

合意解約、 任意退職（ 辞職） いずれの意思表示も、 錯誤（ 民法 95 条）、 詐欺・ 強

迫による場合は、 取り 消すこと ができ ます（ 民法 96 条）。

２  解雇の種類と 制限

（ １ ） 解雇の種類と 解雇権濫用法理

解雇と は使用者から 労働者に対する労働契約の一方的な 解約を いいます。 解雇に

は、 労働者の同意や承諾を要し ま せん。 いっ たん、 解雇の意思表示が労働者に到達

すれば、 撤回できま せん（ 民法 54 0 条の２ ）。
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解雇には、労働者側に解雇の原因がある普通解雇、経営悪化を理由と する整理解雇、

業務命令違反など 経営秩序侵害を理由と する懲戒解雇があり ます。

普通解雇、 整理解雇には労契法 1 6 条の解雇権濫用法理（「 客観的に合理的な理由

を欠き、 社会通念上相当であると 認めら れな い場合は、 解雇権の濫用と し て 無効に

なる 」） が適用さ れます。

さ らに、 懲戒解雇には、 労契法 15 条の懲戒権濫用法理（「 使用者が労働者を懲戒

する こと ができ る場合において 、 当該懲戒が、 当該懲戒に係る労働者の行為の性質

及び態様その他の事情に照ら し て 、 客観的に合理的な 理由を欠き、 社会通念上相当

で ある と 認めら れない場合は、 その権利を 濫用し たも のと し て 、 当該懲戒は、 無効

と する。」） が適用さ れます（ ２ 章「 懲戒処分」 参照）。

ま た、 有期労働契約の期間中の解雇は、「 やむを 得な い事由」 がな ければで きま せ

ん（ 労契法 17 条１ 項、 民法 628 条１ 項）。

こ のほか、 解雇について は、 労組法や労基法等において 、 次のよう に、 解雇理由

の制限や解雇の時期、 解雇予告制度が定められています。

（ ２ ） 解雇の制限

【 解雇理由の法律によ る制限】

労働組合法で は、 労働者が「 労働組合の組合員である こと 、 労働組合に加入し 、

もし く はこれを結成し よう と し たこと もし く は労働組合の正当な 行為をし たこと 」 を

理由と する 解雇（ 労組法７ 条１ 号） を 禁止し ていま す。 すな わち不当労働行為（ 労

働者の団結を 侵害する 使用者の行為を いいます。） と な る解雇は無効と なり ます。

労基法で は、 労働者の国籍・ 信条・ 社会的身分を 理由と する解雇（ 労基法３ 条）

は禁止さ れていま す。 また、 労働者による 労働基準監督署長への労基法等違反の申

告を 理由と する 解雇（ 労基法 104 条２ 項、安衛法 97 条２ 項な ど）も 禁止さ れて いま す。

７ 章で 述べたよう に、均等法では、性別を理由と する解雇、及び女性労働者の婚姻・

妊娠・ 産休取得等を 理由と する 解雇（ 均等法６ 条４ 号、 ９ 条１ 項、 同条２ 項） は禁

止さ れ、 妊娠中及び産後１ 年を経過し な い女性労働者に対する 解雇について は、 妊

娠や産休申出・ 取得等が理由で ないこと を 使用者が立証し な いかぎ り 無効と なり ま

す（ 同法９ 条３ 項）。

育児・ 介護休業法においては、 労働者が育児休業・ 産後パパ育休又は介護休業の

申出・ 取得、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務制度、勤務時間短縮措置等、時間外・

深夜労働の免除等を理由と する解雇も 禁止さ れていま す ( 育児・ 介護休業法第 10 条、

第 16 条、 第 16 条の４ 、 第 16 条の７ 、 第 16 条の 10 、 第 18 条の２ 、 第 20 条の２ 、

第 2 1 条第２ 項、 第 23 条の２ 。 8 章参照 ) 。
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パート タ イ ム労働者・ 有期雇用労働者が、 当該パート タ イ ム労働者・ 有期雇用労

働者と 、 通常の労働者と の間の待遇の相違の内容及び理由等について 説明を 求めた

こと を 理由と する解雇（ パート タ イム・ 有期雇用労働法第 14 条第３ 項） は禁止さ れ

ていま す。

公益通報者保護法は、 公益通報者が企業内に（ 内部公益通報受付窓口など。 従業

員数 301 人以上の事業者には、 令和４ 年６ 月１ 日よ り 内部通報に適切に対応する た

めに必要な 体制の整備が義務付けられまし た。）、 又は対外的に（ 行政機関、 マス コ

ミ な ど） 法令違反等について 公益通報（ いわゆる内部告発） をし たこ と を 理由と す

る使用者による 解雇は無効と し ていま す（ 公益通報者保護法３ 条）。

労働者が、 労働紛争解決制度を利用し たこ と を 理由と する 解雇（ 個別労働関係紛

争に関し 、 都道府県労働局長にその解決の援助を 求めたこ と を 理由と する 解雇（ 個

別労働関係紛争の解決の促進に関する法律４ 条）、均等法、 育児・ 介護休業法及びパー

ト ・ 有期法に係る個別労働紛争に関し 、 労働者が、 都道府県労働局長に、 その解決

の援助を求めたり 、 調停の申請をし たこと を理由と する 解雇（ 均等法 17 条第２ 項、

18 条第２ 項、 育介法 52 条の４ 第２ 項、 52 条の５ 第２ 項、 パート ・ 有期法 24 条２ 項、

25 条２ 項、 労働施策総合推進法 30 条の２ 第２ 項、 第 30 条の６ 第２ 項）、 労働委員

会に不当労働行為の救済申立等を 行っ たこ と を 理由と する解雇（ 労組法７ 条４ 号））

は禁止さ れています。

【 労働協約・ 就業規則によ る解雇の制限】

解雇には、 法律によ る制限のほかに労働協約や就業規則によ る制限があり ま す。

まず、 労働協約と の関連で は、 労働協約中に「 組合員の解雇について は組合と の協

議の上、 行う 」 と の解雇協議条項がある 場合には、 組合と の協議なし に行った組合

員の解雇は無効と さ れま す。

次に、 使用者は、 就業規則に解雇事由（ 労基法 89 条３ 号） を 定めて おかな けれ

ばな り ま せん。 懲戒制度を 設けて 懲戒解雇を 規定する場合には、 就業規則に懲戒解

雇事由（ 同法 89 条９ 号） も定めておかなければな り ません（ ２ 章参照）。 そし て、

就業規則に定めのない事由による解雇・ 懲戒解雇は、 原則と し て認められません（ 解

雇事由や懲戒解雇事由は限定列挙と 解さ れています。）。

ま た、 労働条件通知書にも、 解雇事由及び懲戒事由（ 懲戒制度を 設ける 場合） を

定めておく 必要があり ます。

就業規則等で定められる解雇事由の例と し て は以下の事由があり ま す（ 厚生労働

省モ デル就業規則より 抜粋）。
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① 勤務状況が著し く 不良で 、 改善の見込みがな く 、 労働者と し て の職責を 果たし

得な いと き。

② 勤務成績又は業務能率が著し く 不良で 、 向上の見込みがなく 、 他の職務にも 転

換で きな い等就業に適さ ないと き。

③ 業務上の負傷又は疾病によ る療養の開始後３ 年を経過し て も当該負傷又は疾病

が治ら ない場合で あって 、 労働者が傷病補償年金を 受けていると き又は受ける

こと と なっ たと き （ 会社が打切補償を支払ったと き を含む。）。

④精神又は身体の障害により 業務に耐え られないと き。

⑤ 試用期間における 作業能率又は勤務態度が著し く 不良で、 労働者と し て不適格

であると 認めら れたと き。

⑥懲戒解雇事由に該当する事実が認められたと き 。

⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由によ り 、 事業の

縮小又は部門の閉鎖等を行う 必要が生じ 、 かつ他の職務への転換が困難なと き。

⑧その他前各号に準ずる やむを得ない事由があっ たと き 。

【 解雇の時期の制限】

労基法は、 労働者が業務上負傷し 、 又は疾病に罹り 療養のために休業する 期間及

びその後 30 日間の解雇を 禁止し て います（ 労基法 19 条１ 項）。「 その後の 30 日間」

と は、 療養のため休業する必要が認められなく な って 出勤し た日又は出勤し 得る 状

態に回復し た日から 起算さ れま す。 通勤災害によ る傷病・ 疾病の療養のための休業

についてはこの解雇制限は適用があり ま せん。

な お、 業務上の傷病によ り 長期療養し ている 労働者に対し 、 使用者が、 労基法 81 

条の規定によっ て 打切補償（ 療養開始後３ 年を 経過し て も負傷又は疾病が治らな い

場合、 使用者が支払う 平均賃金の 1200 日分の打切補償） を 支払った場合には、 所

轄労働基準監督署長の認定によ り 解雇制限が適用さ れな く なり ます（ 同法 19 条１ 項

但書）。

ま た、 労基法 19 条 1 項は、 女性労働者の産前・ 産後休業期間及びその後 30 日間

の解雇を 禁止し ています。

ただし 、 労基法 19 条１ 項但書は、「 天災事変その他やむを 得な い事由のために事

業継続が不可能と なっ た場合」 には、 使用者は所轄労働基準監督署長の許可を受け

れば、 上記の労災休業及び産前産後休業にかかる 解雇制限期間中で あっ ても 、 解雇

がで きると し ています。

　　　　

　　　　
解雇制限が適用されなくなります（同法19 条１項但書）。　　　　　　　　　
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【 解雇予告制度】

解雇理由がある 場合でも 、 使用者は解雇に際し て、 少なく と も 30 日以上前に解雇

の予告を する か、 30 日分以上の平均賃金（ 解雇予告手当） を支払わなければな り ま

せん ( 労基法 20 条１ 項 ) 。 同条２ 項は「 30 日前に予告を し な い使用者は、 30 日分

以上の平均賃金を支払わなければなら ない。」 と し ており 、 解雇予告の期間は、 平均

賃金の支払いによっ て短縮すること がで きます。

な お、 有期労働契約の雇止めは、 解雇ではな いので、 解雇予告制度の適用はあり

ません。 ただし 、「 有期労働契約の締結、 更新及び雇止めに関する基準」 では、 有期

労働契約を３ 回以上更新し ていたり 、雇入れの日から１ 年を超えて 更新し て いるケー

スにおいて 、 いずれも 最終更新で ある旨の明示がな かった場合には、 使用者は、 雇

止めに際し 、 30 日以上前の予告が必要と し ています。

【 解雇予告除外認定】

労基法 2 0 条１ 項但書は「 天災事変によ って 事業の継続が不可能と な っ た場合」

には、 事前に所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定（ 労基法 20  条３ 項） を 受

ければ、解雇予告や解雇予告手当を支払わずに解雇する「 即時解雇」 を 可能と し ま す。

ま た、 同項は「 労働者の責に帰すべき 事由」 によ って 解雇する場合にも 、 所轄労

基署長の解雇予告除外認定を 受ければ、 使用者は、 解雇予告を 行わずに即時解雇で

きる と し ていま す。 こ の労働者の責めに帰すべき 事由による 解雇で あっ て 解雇予告

除外認定が認めら れる場合については、 通達（ 昭 23.11. 11  基発 1637 号、 昭 31.3.1

基発 111 号） は以下の事由を例示し て いま す。

１ ）  原則と し て 極めて 軽微な ものを のぞき 、 事業場内における盗取、 横領、 傷害

等刑法犯に該当する行為があった場合等

２ ） 賭博、 風紀紊乱等によ り 職場規律を乱し 、 他の労働者に悪影響を及ぼす場合

３ ）  雇い入れの際の採用条件の要素と なる よう な経歴を詐称し た場合、 雇い入れ

に指し て使用者の行う 調査に対し 、 不採用の原因と な る よう な経歴を詐称し

た場合

４ ） 他の事業場へ転職し た場合

５ ）  原則と し て２ 週間以上正当な理由なく 無断欠勤し 、 出勤の督促に応じ な い場合

６ ） 出勤不良又は出欠常な らず、 数回にわたって も注意を 受けて も改めな い場合

こ れらは、 解雇予告制度の保護を与える 必要のない程度に重大・ 悪質な 場合に限っ

て、 解雇予告の除外が認定さ れま す。

な お、 懲戒解雇の場合で も、 所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定がなけれ

ば解雇の予告、 若し く は解雇予告手当の支払いが必要です。
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【 解雇予告の特例】

解雇予告は、 次に掲げる 場合には、 適用があり ません（ 労基法 2 1 条）。

・ 雇用期間が引き 続いて１ か月を超えな い日雇いの労働者

・  契約期間が２ か月以内に定めら れ、 かつ働いた期間がその期間を超えていない労

働者

・  雇用期間が４ か月以内に定めら れた季節的業務で 働き 、 かつ働いた期間が所定

の期間（ 契約期間） を超えていない労働者

・ 試用期間中で、 かつ働き 始めて 14 日以内の労働者

ただし 、 日雇いの労働者が 1 か月を 超え て引き続き 使用さ れる に至った場合、 契

約期間が２ か月以内と 定められて いる 労働者が所定の期間を超え て引き続き 使用さ

れる に至っ た場合、 季節的業務に４ か月以内の契約期間で 雇用さ れて いる 労働者が

所定の期間を 超え て引き 続き 使用さ れる に至った場合、 試用期間中で も 14 日を超え

て引き続き 使用さ れる に至った場合には、 それぞれ解雇予告な いし 解雇予告手当の

支払いが必要なので、 ご 注意下さ い。

【 整理解雇の解雇権濫用の判断基準】

解雇のう ち、 会社の経営状況を 原因と する 解雇は「 整理解雇」 と 呼ばれ、 整理解

雇が解雇権濫用に当たる か否かの判断にあたっ ては、 独自の判断基準（ いわゆる 整

理解雇の４ 要素） が判例によ って 形成さ れています。 具体的には、 判例は次の４ つ

の要素を 掲げていま す。

① 整理解雇をし なければ経営が客観的に重大な危機に陥る程度の「 経営上の必要

性」 があること 。

② 「 解雇回避措置」、 すなわち 整理解雇を避ける ために新規採用の停止、 配転・ 出向、

労働時間短縮、 希望退職募集な どの解雇回避のための措置を 試みて いて 、 それ

でも なお剰員の解雇が余儀なく さ れて いるこ と 。

③ 被解雇者と し て「 人選基準」 について、 合理性・ 客観性がある こと 。 ま た、 基

準が法に触れないこと 。

④ 労働者や労働組合に対し て、 整理解雇に至るやむを 得ない事情を 時間を かけて

十分に説明し 、 協議を 尽く すと いう 「 手続の妥当性」 がある こと 。

裁判所は、 こ れらの４ つの要素を総合的に考慮し て、 整理解雇の有効性を 判断し

ます。
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３  有期雇用の雇止め

【 有期労働契約の更新等（ 雇止め法理）】

期間の定めのある労働契約は、 契約期間の満了によ って 当然に終了すること を 契

約内容と するも ので す。 し かし 、 労契法 19 条は、 １ 回以上、 有期労働契約を 更新し

た場合であって 、 次の①②のいずれかに該当するも のについて 、 労働者が更新を 希

望し た場合には、 その雇止めが、 客観的に合理的な 理由を 欠き 、 社会通念上相当で

ある と 認められないと き は、 従前の有期労働契約の内容で ある 労働条件と 同一の労

働条件で 更新し たものと し て取り 扱う こと と し まし た。

① 過去に反復更新さ れた有期労働契約の期間の定めのある契約で、 その雇止めが

無期労働契約の解雇と 社会通念上同視で きると 認められる 場合。

② 労働者において、 有期労働契約の契約期間満了時にその有期労働契約について

更新さ れるものと 期待すること について合理的な理由がある 場合。

①については、 反復更新し た有期労働契約が実質的にみて期間の定めのない契約

と 異なら な い状態にな って いる 場合に、 解雇権濫用法理を 類推適用し て、 雇止めに

は特段の理由が必要と し た東芝柳町工場事件（ 最判昭 49 .7.22）があり 、②について は、

「 雇用関係の継続が合理的に期待さ れる状態」 にある場合には解雇権濫用法理の類推

適用があると し た日立メ ディ コ 事件（ 最判昭 61.12.4） があり 、 こ れら の２ つの判例

で示さ れた基準が労契法に取り 入れら れたと さ れていま す。

労契法は、 ①又は②の場合には、 労働者が期間満了まで に（ 又は満了後遅滞な く ）

有期労働契約の更新の申込みを し たと き は、 使用者が雇止めを すること が客観的に

合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると 認めら れな いと き は、 使用者は、 従

前の労働契約と 同一の労働条件で、 当該申込みを 受諾し たも のと みな すと し ていま

す（ 労契法 19 条）。

な お、 有期労働契約の無期転換制度等については、 ９ 章を参照し て く ださ い。

４  定年制と 6 5 歳までの高年齢者雇用確保措置等

【 定年制の意義と 一律定年制】

定年制と は、 労働者が一定年齢に達し たこ と を理由に、 一律に雇用を終了さ せる

制度で す。 定年年齢到達によ って 当然退職と なる 定年退職制、 定年年齢到達を 解雇

理由と し て 定める定年解雇制と があり ます。

定年制を採る場合、 60 歳を下回る 定年年齢を定める こと は許さ れません（ 高年齢

者雇用安定法８ 条）。
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【 65 歳ま で の高年齢者雇用確保措置】

使用者は、 65 歳まで の高年齢労働者の雇用の安定確保を 図る 措置の導入を 義務付

けら れています（ 高年齢者雇用安定法９ 条）。

使用者は、 ① 65 歳以上への定年年齢の引上げ、 ②継続雇用制度の導入（ 定年時

にいったん雇用を 終了さ せた上、 改めて 雇用契約を 締結する「 再雇用制度」、 又は、

定年時の雇用契約を終了さ せずにそのま ま延長する「 勤務延長制度」。 いずれも、 現

に雇用さ れて いる 高年齢労働者が希望すると きにはその制度が適用さ れるも の）、 ③ 

定年制の廃止、 のいずれかによ って  65 歳まで の雇用確保を実施し な ければなり ま

せん（ 同法９ 条１ 項）。 なお、高年齢者が②の継続雇用（ 再雇用） さ れる企業の範囲は、

グループ 企業（ 特殊関係事業主） にま でで す（ 同法９ 条２ 項）。

な お、 ②の再雇用を する際に、 有期労働契約で 雇用する 場合や、 パート （ 短時間

労働者） と し て 再雇用する場合にはパート ・ 有期法の適用があり ま す（ ９ 章参照）。

在職老齢年金制度の一部改正について は、 146 ページ  のコラムをご 参照く ださ い。

【 70 歳ま で の就業機会確保措置】

高年齢者雇用安定法で は、 令和３ 年４ 月１ 日より 、 65 歳から 7 0 歳まで の高年齢

者就業確保措置（ 定年引上げ、 継続雇用制度の導入、 定年廃止、 労使で同意し た上

での雇用以外の措置（ 継続的に業務委託契約する制度、 社会貢献活動に継続的に従

事で きる 制度） の導入のいずれか） を講ずること が事業主の努力義務と さ れまし た。

これに伴い、 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する 指針（ 令和２ 年厚生労

働省告示第 351 号） が策定さ れています。

6 5 歳から 7 0 歳まで の就業機会を確保する ため、 事業主は、 高年齢者就業確保措

置と し て、 以下の①～⑤のいずれかの措置を講ずるよ う 努めな ければなり ま せん。

〈 雇用による 措置〉

① 70 歳まで の定年引上げ

②  70 歳ま で の継続雇用制度の導入（ 特殊関係事業主に加えて 、 他の事業主によ

るも のを 含む）

③定年廃止

〈 創業支援等措置（ 雇用によら ない措置）〉

④ 高年齢者が希望すると きは、 70 歳まで 継続的に業務委託契約を 締結する 制度の

導入

⑤ 高年齢者が希望すると きは、 以下の a 又は b に、 70 歳ま で継続的に従事でき る

制度の導入

a 事業主が自ら実施する 社会貢献事業
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b 事業主が委託、 出資（ 資金提供） 等する団体が行う 社会貢献事業

雇用によ らな い④又は⑤によ る 場合には、 労働者の過半数を 代表する者等の同意

を得た上で導入し な ければな らないと さ れています。

在職老齢年金制度

　 在職老齢年金制度が見直さ れ、 令和 4 年 4 月以降、 65 歳未満の方も 65 歳以

上の方と 同じ よう に、 総報酬月額相当額と 老齢厚生年金の基本月額の合計が支

給停止調整額を 超え ない場合は年金額の支給停止は行われず、 支給停止調整額

を 上回る 場合は年金額の全部ま たは一部について 支給停止さ れる 計算方法に緩

和さ れまし た。 令和６ 年度の支給停止調整額は 50 万円と なり ま す。


